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○南相馬市消防団設置等に関する条例 

平成１８年１月１日 

条例第１８０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１８条第１項の規定に基

づく消防団の設置のほか、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市の消防事務を処理するため、消防団を置く。 

（名称及び区域） 

第３条 消防団は、南相馬市消防団と称し、管轄区域は、市の区域の全部とする。 

（消防団員） 

第４条 消防団に消防団長、副消防団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員（以下「消

防団員」という。）を置く。 

２ 機能別団員は、特定の活動にのみ参加する団員とする。 

３ 消防団員は、本市に居住し、又は勤務する年齢満１８歳以上の者でなければならない。 

４ 消防団員の階級及び職名は、別表第１のとおりとする。 

（定員） 

第５条 消防団員の定員は、１，３５６人とする。 

２ 消防団員の階級及び職名別の定員は、別表第１のとおりとする。 

（退職） 

第６条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければな

らない。 

２ 機能別団員の定年は、７０歳とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退

職する。 

（懲戒） 

第７条 消防団員であって次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、こ

れを懲戒することができる。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(2) 職務の内外を問わず、消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、服務規律に違反する行為のあったとき。 

（懲戒の種類） 

第８条 前条の懲戒は、次の区別により行う。 

(1) 免職 

(2) 停職 

(3) 戒告 

２ 停職は、１月以内の期間を定めて行う。 

（懲戒権者） 

第９条 前３条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、市長の承認を得て消防団長が行い、
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消防団長については市長がこれを行うものとする。 

（服務規律） 

第１０条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。 

２ 招集の命を受けないときであっても火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらか

じめ指定された要領に従い直ちに出動して服務しなければならない。 

第１１条 消防団員が１０日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、消防

団長以外の消防団員にあっては、消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事

情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。 

第１２条 消防団員は、水火災警報発令中その他特に警戒必要があると認められる際は、警

備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。 

第１３条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこ

れに当たる心構えを持たなければならないこと。 

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと一致団結して事に当たらなければならないこ

と。 

(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。 

(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならな

いこと。 

(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。 

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争

に関与してはならないこと。 

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若

しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。 

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか、使用してはならな

いこと。 

(9) 給与品、貸与品は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人

に貸与してはならないこと。 

（宣誓） 

第１４条 消防団員となった者は、その任命後別記様式による宣誓書を提出しなければなら

ない。 

（報酬） 

第１５条 消防団員には、別表第２に掲げる報酬を支給する。 

２ 前項の報酬は、毎年３月、６月、９月及び１２月の末日までにそれぞれその４分の１の

額を支給する。 

３ 年の中途において新たに消防団員となった者には、その日から日割計算により前項に規

定する日に報酬を支給し、退職又は免職等により年の中途において職を離れた者には、そ

の月までの月数を基礎として月割計算によりその月の末日までに報酬を支給する。 

４ 年の中途において階級に異動があった場合には、その異動のあった日から日割計算によ
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り報酬の額を改定する。 

第１６条 消防団員が職務のため出動した場合は、別表第３に掲げる出動報酬を支給する。 

（費用弁償） 

第１７条 消防団員が職務のため旅行した場合は、費用弁償として南相馬市職員等の旅費に

関する条例（平成１８年南相馬市条例第５０号）に定める旅費を支給する。 

（休団） 

第１８条 消防団員は、長期出張、育児等で長期間活動に参加することができない場合は、

３年を超えない範囲内で、団員の身分を有したまま消防団活動の休止（以下「休団」とい

う。）をすることができる。 

２ 消防団員は、前項の規定により休団しようとする場合は、任命権者の承認を受けなけれ

ばならない。 

３ 休団している消防団員は、職務に復帰しようとするときは、前項の規定を準用する。 

４ 休団している期間中は、報酬については無支給とし、退職報奨金については在職年数に

算入しないものとする。 

５ 休団中の消防団員が復帰したときの当該消防団員の階級は、休団を開始した日にその者

が属していた階級とする。 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の小高町消防団設置等に関する条例（昭和４

１年小高町条例第９号）、鹿島町消防団設置等に関する条例（昭和４２年鹿島町条例第１

８号）又は原町市消防団設置等に関する条例（昭和４１年原町市条例第１０号）の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

（東日本大震災に対処するための消防団員の費用弁償） 

３ 東日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う

原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）に対処するため消防団員が次の各号

に掲げる区域で作業に従事した場合は、当該各号に掲げる額を支給する。 

(1) 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項の規定に基

づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示（以下「本部長指示」とい

う。）により同法第２８条第２項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号）第６３条第１項の規定に基づく警戒区域に設定することとさ

れた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域 １日に

つき２，０００円 

(2) 本部長指示により、避難のための計画的な立退きを行うこととされた区域又は当該本
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部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域 １日につき１，０００円 

(3) 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域 １日につき２，００

０円 

(4) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域 １日につき１，００

０円 

４ 東日本大震災に対処するため消防団員が死体の収容、洗体、搬送等の作業に従事した場

合は、従事した日１日につき１，０００円（１０体以上の死体を取り扱った場合は２，０

００円）を支給する。 

附 則（平成２４年１２月２０日条例第３７号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。 

(1) 改正後の南相馬市消防団設置等に関する条例（以下「新条例」という。）附則第３項

第１号、第２号及び附則第４項の規定 平成２３年３月１１日 

(2) 新条例附則第３項第３号及び第４号の規定 平成２４年４月１６日 

附 則（平成２８年９月２３日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日条例第１５号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月１６日条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月２４日条例第７号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の南相馬市消防団設置等に関する条例第１６条の規定は、令和４年４月１日以後

に出動する職務から適用し、同日前に出動した職務については、なお、従前の例による。 

別表第１（第４条、第５条関係） 

消防団員の階級及び職名別定員 

階級 職名 定員 

消防団長 消防団長兼区団長 １ 

副消防団長 副消防団長兼区団長 ２ 

副区団長 ４ 

分団長 分団長 １２ 

訓練指導員 ５ 

副分団長 副分団長 １２ 

副訓練指導員 １４ 

区団庶務 ３ 

分団庶務 １２ 
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部長 部長 ９７ 

ラッパ部長 ３ 

班長 班長 １５３ 

ラッパ班長 ５ 

団員 団員及び機能別団員 １，００４ 

ラッパ手 ２９ 

別表第２（第１５条関係） 

区分 報酬（年額） 

消防団長 ２５０，０００円

副消防団長 副消防団長兼区団長 ２４０，０００円

副区団長 １４０，０００円

分団長 １００，０００円

副分団長 ７６，０００円

部長 ５５，０００円

班長 班長 ４６，５００円

ラッパ班長 ３７，０００円

団員 団員 ３６，５００円

ラッパ手 ２７，０００円

機能別団員 １０，０００円

別表第３（第１６条関係） 

区分 支給単位 出動報酬 

火災、水害、その他の災害現場に

出動した場合 

２時間未満 ２，０００円

２時間以上４時間未満 ４，０００円

４時間以上 ８，０００円

行方不明者捜索に出動した場合 ２時間未満 ２，０００円

２時間以上４時間未満 ４，０００円

４時間以上 ８，０００円

警戒のため出動した場合 １日につき ３，５００円

訓練のため出動した場合 

機械整備のため出動した場合 

訓練指導員が訓練指導のため出

動した場合 
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